
❶現状と課題

■【概要版】富士河口湖町宿泊税検討委員会 報告書（案） ➤これまでの検討委員会での協議内容の整理

❷宿泊税の使途

❸制度概要（案） ➍その他事項

・人口減少・高齢化と社会保障関係費の増加 ・観光地をマネジメントする上での4つの視点
当町の総人口は長期的に減少傾向にあり、高齢化率
は年々増加している。そのため町全体の地方税収は
減収が見込まれる一方で、社会保障関係費は高止
まりが予測される。

・コロナ禍から順調に回復するも、新たな観光課題が顕在化

宿泊者数はコロナ禍前の2019年に103万を記録。コロナ禍で落ち込みを見
せたが、2024年には約120万にまで回復しており、特に外国人の回復が顕
著である。しかしながら、来訪者の増加による交通渋滞の悪化や、住民生活へ
の影響、来訪者ニーズの多様化など、新たな観光課題が発生している。
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他 想定される主な新規・拡充事業

〇 〇 新たな誘客イベントの開催、既存イベントの

質向上

〇 〇 観光関連施設(観光インフラ)の整備

〇 〇 受入環境整備（観光HPの機能強化、観

光パンフ（マップ）等

〇 観光案内デジタル化、観光Maas等

〇 〇 市場調査・分析

〇 国内・国外へ向けた観光客誘致、プロモー

ション

〇 〇 観光防災対策

〇 事業者の高付加価値化支援

〇 〇 観光公害（オーバーツーリズム）対策

〇 〇 二次交通の充実や新たな移動手段の検

討・構築

〇 観光資源に対する環境保全事業

〇 課税コスト（システム保守改修、広報経費、

手数料）

〇 宿泊税周知事業、宿泊施設説明用多言

語リーフレット、充当事業説明資料

〇 宿泊事業者支援（奨励金）

〇 〇 〇 〇 プラスαの町独自の事業（施策）の展開

持続可能な観光地マネジメントを行うため
には、来訪者、事業者、地域社会、環境・
文化という4つの視点をバランスよく掛け合
わせた取り組みを、戦略的に実施することが
求められる。
これら4つの視点を考慮し、当町において宿
泊税導入後に想定される、主な新規・拡
充事業は右表に示す通りである。

項 目 要 件

課税客体 町内に所在する宿泊施設（民泊含む）への宿泊行為

課税標準 宿泊施設への宿泊数

納税義務者 宿泊施設への宿泊者

徴収方法 特別徴収
特別徴収義務者が宿泊者から徴収し、納付

特別徴収
義務者

旅館業法、住宅宿泊事業法に規定する事業者

申告期限 毎月末までに、前月の初日から末日分を申告納付

税額
（税率）

宿泊者１人１泊あたり 定額200円

免税点 設けない

課税免除 修学旅行その他学校行事

罰則規定 帳簿等の隠蔽、保存義務を怠った場合1年以下の懲役
又は50万円以下の罰金

見直し期間 原則5年ごとに見直し

特別奨励金 2.5～3.0％（導入後5年間は特例措置+0.5％）

先行導入自治体の事例を参考にしながら、当町の特性や現状を踏まえたうえで、当町における宿泊税制度（案）の概要について
下記の通り整理した。

・システム整備費補助金

宿泊税導入に係るシステム整備
費等補助金として上限５０万円
（補助率1/2）を交付する。

・入湯税との棲み分け

今後、観光振興の財源としては宿
泊税を充当し、環境衛生施設、
鉱泉源の保護管理施設、消防施
設その他消防活動に必要な施設
の整備等に入湯税を充当する。

・宿泊税の使途の明確化とガバナンス・実効性の確保

必要に応じて現・観光立町推進
基本計画の見直しを行う。年度
の繰り越しを可能とする基金化を
想定して運用を行うとともに、より
有効に活用し得る体制や仕組み
についても引き続き検討を行う。

❶町の現状と課題

長期的な社会保障関係費の増加により財源の減少が懸念される一方で、町の基幹産業である観光業を
活性化し、町の魅力向上と交流人口の増加を図ることが、持続可能な観光まちづくりを可能にすると考えら
れる。そのための新たな観光振興財源として宿泊税の導入について検討を行った。

・今後町を取り巻く課題

Q.なぜ免税点を設けないのか。

A.旅行者に対し、公共サービスは全体的に享受されることから、宿泊
者全体にご負担いただく考えのほか、特別徴収義務者の事務負担軽
減を目的に、免税点は設けないこととする。

Q.入湯税の減額はできないか。また、免税対象者を入湯税と統一
できないか。

A.入湯税と宿泊税では、課税対象が異なるため、どちらかを減額する
ことは税の三原則から見ても難しい。また課税対象を統一（入湯税に
合わせ12歳未満を免除）とする場合、入湯税を徴収していない施
設を含む、全ての宿泊施設で年齢確認事務が発生する等、全体へ
の負担が大きくなることから、宿泊税においては12歳未満も課税が適
切と考える。

Q.なぜ段階的定額制や定率制ではなく定額制とするのか。

A.それぞれの制度にメリット・デメリットがあるが、当町では、特別徴収
義務者の負担が最も少ないことや、近隣市町村でも同時に議論が
進んでいる中、（富士北麓地域を一体の観光エリアとしてとらえるであ
ろう）宿泊客にとっての混乱が少ないことから「定額制」が適切であ
ると考える。
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